
⼤阪府アドプトフォレスト制度 実施要領 
 
（⽬的） 
第１条 本制度は、府内の森林（私有林、共有林、市町村有林等）における森づくり活動への参画を希望
する事業者と森林所有者を⼤阪府がマッチングし、事業者が森林所有者の同意のもと実施する森づくり
活動を通じて、森林環境の保全や地球温暖化防⽌、脱炭素社会の実現、SDGs（持続可能な開発⽬標）
等の達成に寄与することを⽬的とする。 
２ 本実施要領は、アドプトフォレスト制度に基づく森づくり活動（以下、「アドプトフォレスト活動」
という）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 
（事業者の要件） 
第２条 アドプトフォレスト活動に参画できる事業者は、企業、ＮＰＯ、学校等の団体とする。なお、法
⼈格のない団体は、代表者を定め、会則約款等を有し、団体としての活動実績を確認できる場合に限
る。 

2 事業者⼜はその代表者、役員等が次のいずれかに該当する場合、アドプトフォレスト活動に参画する
ことができない。 
(１) ⼤阪府暴⼒団排除条例（平成 22年⼤阪府条例第 58号）第２条第１号から第４号に規定する暴⼒
団等である場合。 

(２) 公序良俗に反する活動を⾏っている⼜はそのおそれのある場合。  
(３) その他知事が不適当と認める場合。 

 
（⼿続き）  
第３条 アドプトフォレスト活動開始までの⼿続きは、次のとおりとする。  

(１) アドプトフォレスト活動への参画を希望する事業者は⼤阪府に相談を⾏う。 
(２) 同事業者は別記様式１号と別記様式２号に必要事項を記⼊後、⼤阪府に提出し、第２条第２項

(１)〜(３)のいずれにも該当しないことの確認を受ける。 
(３) 同事業者は⼤阪府に希望する活動内容（活動内容や活動地の場所等）を伝え、⼤阪府より活動候
補地の提案を受ける。 

(４) 同事業者は、活動候補地について⼤阪府と協議を⾏いアドプトフォレスト活動の内容及び活動地
を決定する。 

(５) 同事業者は活動⽀援団体と安全対策や経費（活動に係る実費）の負担等について協議する。 
(６) 同事業者は⼤阪府と共に活動候補地の森林所有者、市町村、活動⽀援団体等と協議しアドプトフ
ォレスト活動に係る事項を定めた協定書（以下、「協定書」という）案及び森づくり活動計画書
（以下、「活動計画書」という）案を作成する。その際、別記様式第３号と第４号を雛型として作
成する。 

(７) 同事業者、活動地の森林所有者、活動地が所在する市町村及び⼤阪府の４者⼜は当該４者に活動
⽀援団体を加えた５者（以下、「協定関係者」という）で協定書を締結する。 

(８) ⼤阪府の主催する調印式において、同事業者は協定関係者と調印書を締結する。 



(９) 同事業者は協定書を締結した後にアドプトフォレスト活動を開始することができる。その際、必
要に応じて⼤阪府は助⾔等を⾏う。 

 
（協定書の内容） 
第４条 協定書に定める事項は、次のとおりとする。  

(１)  活動地の場所や協定期間、⽬的、役割分担、権利事項及びその他必要な事項。なお、協定期間は
締結⽇より５年とする。ただし、協定関係者で協議し、全員の合意がある場合は、この限りではな
い。 

(２)  協定書を作成する際に、活動の内容やその他の取り決め事項について、活動計画書として定め
る。 

 
（樹⽊等の所有権） 
第５条 活動地に事業者が植栽した樹⽊等の所有権は⼟地所有者に帰属する。また、他の協定関係者はそ

の所有権その他いかなる物権も主張しないものとする。ただし、⼟地所有者から認められたものに
ついてはこの限りでない。 

 
（その他） 
第６条 この実施要領に定めのない事項⼜は疑義が⽣じた場合は、協定関係者で協議して定める。 
 
附則 
 この要領は、令和６年２⽉ 28⽇から施⾏する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別記様式１号） 

 

要件確認申立書 
 

大阪府知事 様 

 

大阪府アドプトフォレスト制度実施要領（以下「実施要領」という。）第２条第２項の規定に基

づき、アドプトフォレスト活動に参画するにあたり、私（当団体）は、下記１～６までのいずれに

も該当しないことを申立てます。 

なお、いずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を届け出ます。 

また、実施要領第２条第２項(１)～(３)までのいずれかの該当の有無等に関して調査が必要とな

った場合には、大阪府が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するとともに、その調査に協力

し、調査の結果、該当することが判明した場合には、実施要領第２条第２項に基づき、アドプトフ

ォレスト活動への参画を取り消されても、何ら異議の申し立てを行いません。 

 

 

 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する「暴力団」をい

う。） 

 

 

２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号に規定する「暴力団員」

をいう。） 

 

３ 暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。） 

 

４ 暴力団密接関係者（暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして、公安委員会規則で

定める者をいう。） 

 

５ 公序良俗に反する活動を行っている 

 

６ その行為が大きく社会の社会の関心を集め、府民に不安を与える事象となっている 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

所在地 

  名 称 

代表者氏名                   

 



（別記様式２号） 

 

暴力団等審査情報 
 

大阪府アドプトフォレスト制度実施要領（以下「実施要領」という。）第２条第２項の規定に基

づき、アドプトフォレスト活動に参画するにあたり、実施要領第２条第２項(１)に該当しないこと

を審査するため、本書面を提出するとともに、大阪府暴力団排除条例第 26条に基づき、府警察本部

へ提供することに同意します。 

 

《役員情報》 

 

（読み仮名）  （                    ） 

役員等氏名 ：  

生 年 月 日 ：     年    月    日 

 

（読み仮名）  （                    ） 

役員等氏名 ：  

生 年 月 日 ：     年    月    日 

 

（読み仮名）  （                    ） 

役員等氏名 ：  

生 年 月 日 ：     年    月    日 

 

（読み仮名）  （                    ） 

役員等氏名 ：  

生 年 月 日 ：     年    月    日 

 

（読み仮名）  （                    ） 

役員等氏名 ：  

生 年 月 日 ：     年    月    日 

 

   

 

令和  年  月  日 

 

所在地 

 名 称 

代表者氏名                  



（別記様式第３号）                                 （雛型） 

アドプトフォレスト 活 動 地 名 
活 動 名 協定書 

 

事業者名（以下「甲」という。）、森林所有者（以下「乙」という。）、活動支援団体（以下「丙」

という。）、市町村（以下「丁」という。）及び大阪府（以下、「戊」）は、別添「アドプトフォ

レスト活動名計画書」（以下「計画書」という。）に基づき甲が行う森づくり活動（以下「活動」

という。）の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１条 甲は、第２条に規定する森林において、活動を実施することにより森林環境の保全

に貢献するものとし、乙、丙、丁及び戊は、甲の活動に対し誠意をもって協力する。 

 

（活動の対象とする森林） 

第２条 この協定により、甲が活動を行う森林（以下「協定対象森林」という。）は、次に掲

げるとおりとする。 

（１）森林の所在  活動地の住所 

（２）面   積  〇．〇ｈａ 

（３）対 象 区 域   計画書図面による 

 

（協定期間） 

第３条 この協定の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。 

２ 甲、乙、丙、丁及び戊は、協定期間満了後も引き続き協定を更新しようとする時は、協定

期間満了日までに、甲、乙、丙、丁及び戊が協議のうえ、改めて所要の手続きをとる。 

３ 乙は、この協定期間中に土地を第三者に譲渡する場合は、当該第三者にこの協定に定め

る甲の権利及び義務を承継させるとともに、予め甲に通知する。 

 

（活動の実施および保証の制限） 

第４条 甲は、協定対象森林における活動を計画書に基づき実施するものとし、丙は活動実

施において、甲を支援する。ただし、甲は、計画書に記載の活動内容の達成を保証するもの

ではない。 

２ 活動の実施にあたっては、甲の社員およびその関係者が乙所有の第２条の土地に立ち入

って活動することについて乙は承諾する。 

 

（所有権） 

第５条 協定区域の土地に植栽する樹木等の所有権は、乙に帰属し、甲、丙、丁及び戊はその



所有権その他いかなる物権も主張しないものとする。ただし、乙が別に物権を認めたもの

についてはこの限りではない。 

（指導及び助言） 

第６条 乙、丙、丁及び戊は、甲がこの協定に基づく活動を適切に実施できるよう指導及び助

言等を行う。 

 

（信義誠実の義務） 

第７条 甲、乙、丙、丁及び戊は、信義に則って相互に協力し、誠実にこの協定内容を履行し

なければならない。 

 

（その他） 

第８条 この協定の履行に必要な事項であって、定めのない事項、若しくは協定事項に疑義

が生じたときは、甲、乙、丙、丁及び戊が、協議して定める。 

 

この協定の証として、この証書を５通作成し、甲、乙、丙、丁及び戊が、それぞれ記名押印

の上、各１通を保有する。 

 

令和〇年〇月〇日 

 

 

甲 事業者名 

役職  氏名 

 

          乙 土地所有者の住所 

氏名 

 

丙 活動支援団体名 

 

役職  氏名 

 

丁 市町村町名 

市長村長  氏名 

 

戊 大阪府〇〇農と緑の総合事務所 

所長  氏名 

 



（別記様式第４号）                                 （雛型） 

アドプトフォレスト 活動地名 
活動名 活動計画書 

 

１ 森林保全活動の目的 

   

２ 森づくり活動内容 

樹種・現況 
実面積 

(見込) 
活動内容 

 
〇.〇ha  

 

３ 活動スケジュール 

活動内容 令和〇年 令和〇年 令和〇年 令和〇年 令和〇年 

      

      

      

 

４ 必要経費                                            （千円） 

活動内容 令和〇年 令和〇年 令和〇年 令和〇年 令和〇年 

      

      

      

※経費については概算であり、活動状況に応じて委託先の活動支援団体等と協議の上、決定するものとする。 

 

５ 活動区域図 

  

図⾯ 


